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GLP昭島プロジェクトに関する環境影響評価書案に係る見解書の縦GLP昭島プロジェクトに関する環境影響評価書案に係る見解書の縦
覧・閲覧などを実施覧・閲覧などを実施

　昭島駅北側のゴルフ場跡地など
（約59ヘクタール）において、物流
施設やデータセンターなどを建設
するGLP昭島プロジェクトが計画
されています。この事業について、
東京都環境影響評価条例に基づき、
評価書案に係る見解書の縦覧・閲
覧などを実施します。
◎縦覧・閲覧
◇ 期間　８月６日（火）～ 26日（月）
◇ 場所　昭島市役所環境課（午前９
時30分～午後４時30分）、東部出
張所、あいぽっく、環境コミュ
ニケーションセンター、緑会館、

武蔵野会館、アキシマエンシス
国際交流教養文化棟、FOSTER
ホール（市民会館）・公民館
※ いずれも閉所・休館日を除きます。
◎都民の意見を聴く会を開催
　事前に募集した公述人が環境保
全の見地から意見を述べます。
　なお、公述人の申し込みがない
場合は中止となります。
◇ 日時　９月17日（火）の午前10時
から
◇場所　市役所１階市民ホール
◇ 傍聴　120人（先着順／午前９時
30分から傍聴券を配布）

◎ 都民の意見を聴く会の公述人を
募集
◇定員　25人程度（多数抽選）
◇ 申し込み　８月13日～ 27日（消
印有効）に次の方法で
＊ 郵送＝任意の用紙に「GLP昭島プ
ロジェクト」、住所・氏名・電話
番号、環境保全の見地からの意
見を記入し、〒163-8001　東京都
環境政策課へ
＊ インターネット＝東京都環境局
ホームページで
☆詳しくは、東京都環境政策課☎
03-5388-3453へ。

10月に市長選挙が行われます10月に市長選挙が行われます
　任期満了による昭島市長選挙を
次のとおり行います。
◇投票・開票　10月６日（日）
☆詳しくは、選挙管理委員会事務
局へ。
◎立候補予定者説明会
　届け出書類などを配布しますの
で、立候補を予定している方は出
席してください（申込不要）。立候
補予定者１人につき３人まで出席

できます。
◇ 日時　８月22日（木）の午後２時
から
◇ 場所　市役所204会議室
◎ 投票立会人を募集
　選挙権を有する若い方に選挙へ
の関心を高めていただくため、次
の方を対象とします。
◇ 対象　選挙人名簿に登録されて
いる18～ 29歳の方

◇ 募集人数
＊ 期日前投票＝30人
＊ 投票日＝40人（各投票所２人ず
つ）
※ いずれも、申し込み順です。
◇ 報酬　日額7000円
◇ 申し込み　８月16日までに市
ホームページ内専用フォーム、
または、選挙管理委員会事務局
で
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